
都市計画道路３・４・１１放射７号線（新堀工区）

新座市新堀１丁目地内

日時 平成２７年１１月９日（月曜日）

午後７時００分から

場所 西堀・新堀コミュニティセンター１階 軽体育室

埼玉県朝霞県土整備事務所



都市計画道路３・４・１１放射７号線は、新座市南西部に位置し、新堀１丁目地

内を通過する広域幹線道路です。

現在、新座市南西部地域を横断方向に結ぶ唯一の幹線道路である主要地方

道練馬所沢線は、幅員が非常に狭く、すれ違いも困難な状況です。

このため、防災面でも多くの課題を抱えており、災害に強い地域づくりを進める

ためにも必要不可欠な道路です。

この計画道路と接続する東京狭山線など都市計画道路の多くは、既に供用済

みや現在事業中であり、この計画道路を広域的な幹線道路として早期に整備す

るため、埼玉県と東京都が連携して事業を進めています。

これらの計画道路が整備されると、首都圏中央連絡自動車道（圏央道）狭山日

高ＩＣや東京外かく環状道路（外環道）及び関越自動車道大泉ＩＣへの利用も容易

となり、国道４６３号、国道１６号、調布保谷線などの幹線道路へのアクセス性が

高まります。

また、防災機能の向上、ゆとりのある歩道の確保、安全で快適なまちづくりの推

進など、様々な効果が期待されます。
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都市計画変更及び
測量説明会 本日の説明会

都市計画変更の手続き
路線測量

道路の設計

用地測量

物件調査

用地の取得

道路工事

都市計画道路の完成

おおむね１～２年

おおむね５～７年

平成２７年度

平成２８年度

平成２８年度

お問い合わせ先

○ 道路計画・用地買収・工事に関すること
埼玉県朝霞県土整備事務所 道路公園担当
〒３５１－００３３ 埼玉県朝霞市浜崎６７８
ＴＥＬ：０４８－４７１－４６６１（代表） ＦＡＸ：０４８－４７１－４６６６
○ 都市計画変更・用途地域に関すること
新座市役所 まちづくり計画課
〒３５２－８６２３ 埼玉県新座市野火止１－１－１
ＴＥＬ：０４８－４２４－９６１３（直通） ＦＡＸ：０４８－４８１－０５００

平成２８年度

用地測量事業説明会

都市計画変更

事業認可


